
セ ン ト ラ ル 商 事 株 式 会 社

（ ２ ０ ０ ８ 年 度 版）



【はじめに】

 　　 本書は、平成２０年３月期（平成１９年４月～平成２０年３月）における当社の会社概要、

　　営業の状況及び経理の状況について記載したものです。

【主な記載項目について】

　１．会社の概況

　　「会社の沿革」　当社の設立から現在までの沿革を記載しています。

　　「会社の目的」　定款に記載された当社の目的を記載しています。

　　「事業の内容」　当社の経営組織、事業の内容について記載しています。

　　「財務の概要」　平成２０年３月期における資本金、純資産額、営業収益、経常利益等の主要な

　財務指標について記載しています。

　　「主要株主名」　所有株式数の多い株主１０名の氏名、所有株式数等を記載しています。

　　「役員の状況」　当社の役員の氏名、主要略歴等を記載しています。

　　「従業員の状況」

　当社の社員数、登録外務員数等を記載しています。

　２．営業の状況

　　「営業方針」 　当社の営業方針、企業の特色等について記載しています。

　　「当社及び当業界を取巻く環境」

　内外の経済の状況、商品先物取引業界の動向等について記載しています。

　　「営業の経過及び成果」  

　当社の平成１９年度における業績について記載しています。

　　「対処すべき課題」

　当社が対応すべき今後の課題等について記載しています。

　　「受託業務管理規則」

　当社が受託業務の適切な遂行のために定めている社内管理規則を記載していま

　す。
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　３．経理の状況

　　「財務比率」

(a) 純資産額規制比率

純 資 産 額 (＊)

リ ス ク 額 (＊)

　　　（＊「純資産額」とは、商品取引所法第２１１条第４項において準用する同法第９９

　　条第７項に基づく商品取引所法施行規則（以下、「施行規則」という。）第３８条の規

　　定により算出したものです。また、「リスク額」には、商品市場における自己の計算に

　　よる取引であって、決済を結了していないものについての価格変動等により発生し得る

　　危険に対応する額（「市場リスク」という。）と、商品市場における取引の相手方の契

　　約不履行等により発生し得る危険に対応する額（「取引先リスク」という。）とがあり、

　　同法第２１１条第１項に基づく施行規則第９９条の規定により算出したものです。）

　　　「純資産額規制比率」とは、純資産額の、商品市場において行う取引につき生ずる相

　　場の変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として施行規則で定めるとこ

　　ろにより算出した額に対する比率であり、これが高いほどリスクに対する余裕があると

　　言えます。

(b) 純資産額資本金比率

純 資 産 額 (＊)

資 本 金 額

　　　（＊「純資産額」とは、商品取引所法第２１１条第４項以外において準用する同法第

　　９９条第７項に基づく施行規則第３８条の規定により算出したもので、上記(ａ)の純資

　　産額とは計算が異なります。）

　　　資本金に対する純資産の割合をみるもので、比率が高いほど経営が安定していると言

　　えます。

(c) 自己資本資本金比率

自 己 資 本

資 本 金 額

　　　資本金に対する取崩し可能な資本を含む自己資本の割合をみるもので、比率が高いほ

　　ど経営が安定していると言えます。

(d) 自己資本比率

自 己 資 本

総 資 産 額

　　　総資産に占める自己資本の割合をみるもので、比率が高いほど経営が安定していると

　　言えます。
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(e) 修正自己資本比率

自 己 資 本

総 資 産 額 (＊)

　　　（＊「総資産額」とは、委託者に係る㈱日本商品清算機構又は商品取引所への預託金

　　額と預託必要額のいずれか小さい金額及び委託者債権の保全制度に基づいて拘束されて

　　いる資産の額を除いたものです。）

　　　上記の方法で算出された総資産額は実質的に事業資金として使用できないことから、

　　これらの預託額を控除した総資産に占める自己資本の割合をみたものです。

(f) 負債比率

負 債 合 計 額

純 資 産 額 (＊)

　　　（＊「純資産額」とは、商品取引所法第２１１条第４項以外において準用する同法第

　　９９条第７項に基づく施行規則第３８条の規定により算出したもので、上記（ａ）の純

　　資産額とは計算が異なります。）

　　　純資産と負債合計を対比したもので、比率が低いほど長期的な支払能力の安定性が高

　　いと言えます。

(g) 流動比率

流 動 資 産 額

流 動 負 債 額

　　　短期間に支払期限の到来する流動負債と短期間に現金化する可能性のある流動資産を

　　対比したもので、比率が高いほど短期的な支払能力の安定性が高いと言えます。

×１００

×１００

×１００
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１．会社の概況

　①  会社名等

　　セ ン ト ラ ル 商 事 株 式 会 社

　　代表取締役社長　　　菅　原　　護

　　東京都中央区新富一丁目１８番１号

　　０３－５５４２－８９１１（代）

　②  会社の沿革

  当社は、昭和２５年に商品取引所法が制定されたのを契機に、商品市場での上場商品

の売買等を目的に創業した会社であります。商号を「セントラル商事株式会社」とし、

昭和２５年９月２８日、創業いたしました。

所 在 地

電 話 番 号

商 品 取 引 員 名

代 表 者 名
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資本金を１１億円に増資。

東京工業品取引所の綿糸・毛糸市場を廃止。

東京穀物商品取引所の砂糖市場の受託業務を廃止し会員に。

資本金を６億６千万円に減資。

資本金を８億６千万円に増資。

資本金を９億３千７百万円に増資。

平成１０年　６月

平成１１年　８月

農林水産大臣より、東京砂糖取引所砂糖市場、関門商品取引所農産

物市場の商品取引員の許可を受ける。

資本金を６億７,２１１万円に増資。

資本金を１０億円に増資。

資本金を４億８,０００万円に増資。

通商産業大臣より、東京工業品取引所貴金属市場、綿糸市場、毛糸

市場、ゴム市場の商品取引員の許可を受ける。

資本金を５億７,１１９万円に増資。

場の商品取引員の許可を受ける。

資本金を１億円に増資。

通商産業大臣より、東京金取引所貴金属市場の商品取引員の許可を

受ける。

東京ゴム取引所ゴム市場の仲買人登録。

資本金を５,０００万円に増資。

農林水産大臣及び通商産業大臣より、東京繊維商品取引所綿糸市場､

毛糸市場、東京穀物商品取引所農産物市場、東京ゴム取引所ゴム市

東京都中央区日本橋茅場町に創業。

資本金２５０万円。

東京繊維商品取引所綿糸、毛糸市場の商品仲買人登録。

東京穀物商品取引所農産物市場の仲買人登録。

概                     要

商品先物取引の受託業務を目的として、セントラル商事株式会社を

年   月

昭和２５年　９月

昭和２６年　２月

昭和２８年　９月

昭和４８年　７月

昭和５７年　３月

昭和３０年１２月

昭和４３年　８月

昭和４６年　１月

平成  ３年　７月

平成  ３年　８月

昭和５７年　６月

昭和５９年１１月

平成  ７年　４月

平成  ９年　６月

平成１０年　３月

平成１０年　５月

平成１１年　８月

平成１２年　３月



　③  会社の目的

（１）商品取引所法の適用を受ける各商品取引所の受託会員となり商品市場における上場

　　商品、または上場商品指数等の取引、売買の媒介および定期受渡ならびに現物取引の

　　仲介等

（２）貴金属および非鉄金属、鉄鋼の売買、売買の媒介、取次ぎもしくは代理

（３）商品取引所法の適用を受ける商品に係わる売買の媒介、取次ぎもしくは代理および

　　輸出入業務ならびに海外における投資

（４）商品投資に係わる事業の規制に関する法律に基づく商品投資の組成、募集、契約、

　　販売、運用および管理

（５）海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律の適用を受ける海外商品市場

　　の上場商品の取引ならびに委託および取次ぎもしくは代理

（６）金融先物取引法の適用を受ける金融先物取引所の市場における上場商品の取引、売

　　買の媒介、取次ぎもしくは代理

（７）通貨の売買ならびにその媒介、取次ぎおよび代理

（８）他会社に対する投資

（９）有価証券の売買、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引及び外国市場

　　証券先物取引

（10）有価証券の売買等の媒介

（11）有価証券の募集もしくは売出しの取扱い

（12）前各号に付帯する一切の業務

（注）上記のうち    線部分の事業は、現在行っておりません。

平成１４年　８月 資本金を４億３千３百７０万円に減資。

経済産業大臣より、東京工業品取引所ゴム市場、中部商品取引所

平成１７年　８月 中部商品取引所より鉄スクラップ市場の受託会員を取得。
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本社を東京都中央区新富一丁目１８番１号へ移転。

平成１７年　５月

平成１３年１２月 資本金を８億６千７百４０万円に増資。

平成１４年　３月 名古屋支店を開設。

平成１４年１２月

石油市場の商品取引員の許可を受ける。

平成１７年　３月

平成１６年１０月 福岡商品取引所農産物市場の受託業務を廃止し退会する。

東京工業品取引所より貴金属市場の受託会員を取得。

平成１４年　８月 資本金を５億５千８百７０万円に増資。

平成１３年　８月 資本金を３億１千７百４０万円に減資。

平成１３年　８月 資本金を５億６千７百４０万円に増資。

年   月 概                     要

大阪支社を開設。

平成１３年　３月 資本金を１５億８千７百万円に増資。

平成１２年　８月 資本金を１１億３千７百万円に増資。

平成１３年　１月 東京工業品取引所の貴金属及びゴム市場の受託業務を廃止し会員に｡

平成１２年　６月

平成２０年　３月 中部大阪商品取引所鉄スクラップ市場の受託業務を廃止。



　④　事業の内容

（１）経営組織

　　　当社の経営組織は、次のとおりです。
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名古屋支店営 業 本 部

営 業 部

投 資 相 談 室

ｵﾝ ﾗ ｲ ﾝ事業部

管 理 本 部

ﾃ ﾞ ｨ ｰ ﾘ ﾝ ｸ ﾞ 部

総 務 人 事 部

社

長

監

査

役

会

株

主

総

会

取

締

役

会

会

長

コ

ン

プ

ラ

イ

ア

ン

ス

室

監

査

室 財 務 経 理 部

市 場 業 務 部

情 報 企 画 部

投 資 事 業 部

投 資 相 談 室

管 理 部

本 店 営 業 部

第 二 営 業 部

投 資 相 談 室

第 一 営 業 部

大 阪 支 社



（２）業務の内容

　(a)  主たる業務

　　イ．商品市場における取引の受託業務

　　　　当社は、商品取引所法第１９０条第１項に基づき、農林水産大臣及び経済産業大臣

　　　から商品取引受託業務の許可を得た商品取引員であり、下記の商品市場の受託会員と

　　　して、当該商品市場における取引の受託業務を行っております。

許可番号：農林水産省「指令１７総合第３４号」

　　　　　経済産業省「平成１７・０４・０５商第３号」

※中部大阪商品取引所の鉄スクラップ市場は平成２０年３月に受託業務を廃止致しました。

○ 受託業務  ● 取次業務

　　ロ．商品市場における取引を行う業務

　　　　自己の計算において商品市場における取引を行う業務であります。自己売買業務は

　　　上記イに掲げた商品市場の他に「東京穀物商品取引所　砂糖市場」「東京工業品取引

　　　所　石油市場」において行っております。

　(b)  従たる業務

 　　　貴金属（金地金）の販売・買取を行う業務。　
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　一般大豆、NON-GMO大豆

　小豆、とうもろこし、生糸

　アラビカコーヒー生豆、

　ロブスタコーヒー生豆

○ 　金、銀、白金、パラジウム

○ 　ゴム

○ 　ガソリン、灯油、軽油

上 場 商 品 名

市場名

取引所名

農

 
産

 
物

貴

 
金

 
属

ゴ

　
　
　
ム

石

　
　
　
油

中部大阪商品取引所

東京工業品取引所

東京穀物商品取引所 ○



　⑤　営業所の状況

所      在      地 電  話  番  号

０３－５５４２－８９１１

０６－６２６２－７２１１

０５２－５８２－１１６１

 

　⑥　財務の概要（平成１９年３月決算期）

＊１  純資産額は、商品取引所法第２１１条第４項以外において準用する同法第９９条第７

　　項に基づく施行規則第３８条の規定により算出しております。また、同法第１９３条第

　　２項に基づく施行規則第８１条の規定により当社が商品取引員として求められている最

　　低の純資産額は１億円以上となっております。
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店舗の名称

本       社  東京都中央区新富一丁目１８番１号

 大阪府大阪市中央区本町一丁目７番６号

(a)  資本金

(e)  経常損失

大 阪 支 社

名 古 屋 支 店

(b)  純資産額  *1

 愛知県名古屋市中村区名駅五丁目２１番８号

(f)  当期純損失

　　　　　　　　（１,１７６,７６２千円）

　　　　　　　　　　 ３５４,８０８千円

　　　　　　　　　　 ４３１,１０４千円

  （うち、受取委託手数料）

(c)  総資産額

　　　　　　 　　　　５５８,７００千円

　　　　　　　　　１,２００,４３８千円

　　　　　　　　　１,３８７,８４５千円

　　　　　　　　　３,５５４,０１５千円

(d)  営業収益



　⑦　発行済株式総数

発行済株式の総数 （平成２０年３月３１日現在）

(注)  当社の株式は、非上場であり、かつ店頭登録もしておりません。

　⑧　主要株主名（上位１０名）

（注）千株未満の株式数は、切り捨てて表示しております。

　　　個人株主の住所については個人情報保護の観点から非公開としております。
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１３,９７０,５１７株

㈱ウィン 東京都千代田区 5,902 42.25

マルハ商事㈱ 東京都千代田区 1,855 13.28

坂本嘉山 1,290 9.23

坂本啓子 800 5.73

藤井清彦 500 3.58

坂本圭隆 495 3.54

中村祥子 400 2.86

藤井明美 400 2.86

松下陽一 400 2.86

セントラル商事従業員持株会 東京都中央区 372 2.67

計 12,415 88.87

氏 名 又 は 名 称 住         所
発行済株式

総数に対する
（％）

所  　　有
株  式  数
（千株）



　⑨　役員の状況

（注）１．監査役原正文と影山達雄は、会社法第２条１６号及び第３３５条第３項に定める

　　　　社外監査役であります。

      ２．所有株式数の千株未満は切り捨てております
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役 名 及 び 氏          名 所  有

職       名 生  年  月  日 株式数

代表取締役 坂本　嘉山 千株

会  長 昭和19年2月20日 1,290

代表取締役 菅原  護

社  長 昭和21年1月18日

常務取締役 阪村  敏生

（営業本部長 兼大阪支社長） 昭和19年12月13日

取締役 坂本 圭隆

（管理本部長） 昭和51年10月1日

取締役 山添　敏幸

（非常勤） 昭和42年6月26日

取締役 杉本　泰彦

（非常勤） 昭和35年5月18日

監査役 原  正文

（常勤） 昭和15年12月2日

監査役 影山達雄

（非常勤） 昭和14年2月3日

監査役 坂本  啓子

（非常勤） 昭和24年3月26日

60

334

800

30

495

218

21

85



 　⑩　従業員の状況
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男 女 営   業 非 営 業

従 業 員 数 121 人 104 人 17 人 73 人 48 人

平 均 年 齢 44.0 歳 44.5 歳 41.2 歳 44.10 歳 39.10 歳

平 均 勤 続 年 数 4.4 年 4.4 年 3.11 年 2.9 年 6.3 年

外 務 員 数 　95 人 88 人 7 人 71 人 24 人

総    計
男    女    別 営  業 ・ 非 営 業



２．営業の状況

　①　営業方針

　　　当社は、創業以来お客様とともに成長する「利他共生」を企業理念に掲げ、堅実経営に努め

　　てまいりました。

      昨年９月３０日より金融商品取引法が施行されたのに伴い、商品取引所法及び施行規則も改

　　正され、委託者保護の徹底がより一層前面に打ち出されました。「委託者の判断に影響を及ぼ

　　すこととなるものは規制、禁止の対象になる」が基本的な概念であり、勧誘行為規制が強化さ

　　れ、広告規制や損失補てんの禁止などが盛り込まれました。このような環境の中、当社では顧

　　客管理体制や社内規程等を見直し、研修等を通じてコンプライアンスの徹底を強化しておりま

　　す。また、受託契約準則に「損益限定取引」が新設され、当社におきましては委託者ニーズに

　　対応するため通常口座と損益限定口座のどちらかを選択できるように致しました。

　　　また、昨年１２月には金融庁より「金融・資本市場強化プラン」が発表され、商品先物市場

　　を含む金融業界全般において、国内外の投資家にとって魅力ある市場を構築すべく競争力の強

　　化を求められました。その中で個人投資家の市場参加を促すべく国民一人一人に対しましても

　　金融経済の基礎知識、活用能力の向上が求められております。当社におきましては上級外務員

　　やファイナンシャルプランナーの資格取得支援、外部のセミナー講師による定期的な勉強会を

　　行うなど、商品先物に対する知識はもちろん、金融全般におけるトータルアドバイザーたるべ

　　く社員教育に力を入れております。

　　　お客様の大切な資産をお預かりする立場である以上、的確な情報とお客様一人一人に最適の

　　アドバイスを提供を目指し、特に習熟期間中のお客様については、まず取引の理解を深めてい

　　ただくため懇切丁寧に説明し、末永くお取引していただけるよう信頼関係の構築に努めていま

　　す。

　　　今後もお客様と供に繁栄を目指し、企業としての社会的責任を果たせるよう努力していく所

　　存です。

　②　当社及び当業界を取巻く環境

　　　当期におけるわが国経済は、波乱の展開となりました。４月には完全失業率が９年ぶりとな

　　る３．８％まで低下し、６月には日経平均株価が１８，２９７円と７年ぶりに高値水準に戻る

　　など景気回復が順調であると思われました。しかしながら８月に表面化したサブプライム問題

　　に端を発した米国の金融不安と景気後退懸念は、ドル売りと急激な円高を引き起こし、３月に

　　は１ドル＝１００円を突破する事態となりました。この影響で投資マネーがドルを敬遠して商

　　品市場に流入し、原油や金、穀物の高騰を招きました。特に石油、小麦の高騰は、消費者物価

　　の高騰という形で家計を直撃し、景気の減速を促す状況となりました。

　　　こうした中当業界におきましては、海外市場において高値更新が相次ぎました。投資マネー

　　の流入でニューヨーク市場の原油価格は、１バレル１１１ドルまで上昇し史上最高値を更新し

　　ました。また、ファンドや年金基金の資金流入が続く金は初めて１トロイオンス１０００ドル

　　を突破し、小麦も最高値圏で推移するなど海外の商品市場は史上希に見る活況となりました。

　　これに対して国内の商品市場は、２００５年の法改正以降低迷が続いており、いくつかの振興

　　策が実施されました。東京工業品取引所は、７月に金ミニ取引を開始するとともに１月から取

　　引時間延長を実施しました。また、東京穀物商品取引所はザラバ取引への移行を１月から開始

　　しました。一方、商品別の売買高においては、商いが振るわず、１９年度の総売買高は１億４

　　千万枚（前期比１６％減）となり、４年連続で前年を下回る結果となりました。

　　　このような環境下、当社におきましては、ここ２年の業績不振を打破すべく新たな企業体質

　　の構築を目指し、合理化と収益基盤の増強に努めてまいりました。５月には福岡支店を廃止し

　　て経費の削減と人的資源の集約を図りました。また、前期より始めたセミナーは、毎回好評で

　　継続して開催することで今後の成果が期待されます。さらにセミナー講師による営業社員の勉

　　強会も今期より定期的に開催しており、営業力と知識のレベルアップを図っております。また、

　　ホームページも工夫を重ね、他社との差別化を図るべく内容の充実に努めてまいりました。一

　　方、取引時間の延長を考慮して来期よりホームトレード取引を導入すべく着々と準備を進めて

　　まいりました。
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　③　営業の経過及び成果

　(１)受取手数料部門

　　とうもろこし、ＮＯＮ－ＧＭＯ大豆を中心に市場が活況であった農産物市場において増収とな

　りました。しかしながら、委託者数や外務員数の減少もあり、貴金属市場で大きく減収（前期比

　６１％減）となり、全体では１１億７，６００万円（前期比２６％減）となりました。

　(２)売買損益部門

　　商品全般で相場変動の大きな一年となった中、上半期の損失を下半期に農産物市場・貴金属市

　場において取り戻し、年間で２，３００万円の利益計上となりました。

　　以上の結果、当期の営業収益は１２億円（前期比３１％減）となりました。営業費用は支店の

　廃止など合理化により１５億１，４００万円（前期比２２％減）と大きく減少しましたが、最終

　的に経常損失は３億５，４００万円、当期純損失は４億３，１００万円の赤字計上となりました。

事業年度における受取手数料及び売買損益は次の通りであります。

　(a)  受取手数料 　　　　（単位：千円）

　（注）１．消費税は含まれておりません。

    　  ２．千円未満は切り捨てて表示しております。
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0

76,659

1,176,762

期     別

農 産 物 市 場

商品市場名

合　　　　       計

商 品 先 物 取 引

ゴ ム 市 場

貴 金 属 市 場

石 油 市 場

鉄 ス ク ラ ッ プ 市 場

第５８期

（自  平成１９年　４月　１日）

（至  平成２０年　３月３１日）

722,463

57,204

320,434



　(b)  売買損益              　　　　（単位：千円）

　（注）１．商品先物取引の売買損益は、商品先物評価損益を含めて計算しております。

   　   ２．消費税は含まれておりません。

    　  ３．千円未満は切り捨てて表示しております。

　(c)  売買高 　　　　（単位：枚）

（注）売買高には受渡しによる決済数量は含まれておりません。
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0

（自  平成１９年　４月　１日）

（至  平成２０年　３月３１日）

第５８期期     別

石 油 市 場

小　　　　       計

商品市場名

砂 糖 市 場

商 品 先 物 取 引

農 産 物 市 場

ゴ ム 市 場

貴 金 属 市 場

鉄 ス ク ラ ッ プ 市 場

その他の売買損益

合　　　　       計

△ 3,815

23,653

22

28,538

△ 2,662

△ 324

1,917

23,675

訳
委　託 自　己 合　計

369,425 37,285 406,710

0 219 219

40,193 40,140 80,333

90,675 47,202 137,877

84,850 35,905 120,755

0 0 0

585,143 160,751 745,894

鉄 ス ク ラ ッ プ 市 場

　　　内

期     別

石 油 市 場

商 品 先 物 取 引

農 産 物 市 場

砂 糖 市 場

ゴ ム 市 場

合　　　　       計

商品市場名

貴 金 属 市 場

第５８期

（自  平成１９年　４月　１日）

（至  平成２０年　３月３１日）



　④　対処すべき課題

　　当業界を取り巻く環境は、平成１７年の商品取引所法改正以降大きく変化し、現在は過渡期に

　あると思われます。そのような中コンプライアンスの徹底を前提とした新たな企業体質の構築が

　急務となっております。当社は、一貫して顧客第一主義を念頭に業績の拡大に邁進してまいりま

　したが、今後はさらに情報とサービスの充実を図り、顧客との共栄に努力してまいります。また、

　将来に向け収益の多様化と顧客数の増加に力を注ぎ、財務基盤と経営管理体制の一層の強化を図

　ってまいります。
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　⑤　受託業務管理規則

　　　　(4) 顧客の取引内容の分析精査及び異常な兆候が認められた場合の迅速かつ適切な措置

　　　　(5) 顧客からの苦情、紛争に対する迅速かつ適切な対応

　　　　任者は直ちに副総括管理責任者から判断の結果及びその根拠について報告を受け、その内容

　　　　が妥当なものであるかを審査する。

　　　　ついての研修を実施し、営業部門における受託業務の管理能力の向上に努める。また、管理

　　　　部は、営業部門による取引意思の確認以外に訪問又は架電により取引意思の確認を行うとと

　　　　(6) 顧客に対するアンケートの実施

　　　　(7) その他必要と認められる事項

　（目　的）

　第１条　この規則は、受託業務の誠実かつ公正な運営及びその管理について必要な事項を定める。

　（責任の明確化）

　第２条　取締役会は、委託者に係る管理及び登録外務員等の受託業務に係る管理の責任を負う。

　（管理組織）

　第３条　前条の目的を達成するため、営業部門から独立した組織として次に掲げる管理担当班を設

　　　　置する。

　　　　(3) 顧客の商品先物取引の知識を深め、理解度を高めるための必要な措置

　　　　(4) 総括管理責任者を補佐する者として副総括管理責任者を置き、管理部門の部長が担当す

　　　　もに、顧客の理解状況を確認することとする。

　　　３　総括管理責任者は本規則第９条により受託の適否を判断するものとする。なお、総括管理

　　　　責任者が出張等不在のために判断できない場合にあっては副総括管理責任者が受託の適否を

　　　　判断する。但し、副総括管理責任者から報告を受けることが可能となった場合、総括管理責

　　　２　管理部は総括管理責任者及び副総括管理責任者を補佐するとともに、日常の営業活動に対

　　　　する法令諸規則等の適用、解釈についての判断、助言を行い、紛争の事例や法令諸規則等に

　　　　　当する。

　　　　　る者が担当する。

　　　　(3) 管理責任者を統括する者として総括管理責任者を置き、管理部門を総括する取締役が担

　　　　(2) 営業活動において商品取引所法その他関係法令諸規則並びに本規則の遵守及び適切な受

　　　　　託業務が行われるための必要な指導、監督

　　　　(1) 本店及び従たる営業所に管理担当班を設置し、管理担当班員を置く。

　　　　(2) 管理担当班員を統括する者として本店に管理責任者を置き、管理部部長又はこれに準ず

　　　　定める。

　　　　(1) 不適合者の取引参入防止を図るための顧客の適合性の審査

　　　　　る。

　　　　(5) 総括管理責任者及び副総括管理責任者を補佐する部門として管理部を置く。

　（管理担当班の職務）

　第４条　当社は、受託業務の適正な運営を行うため、管理担当班の職務、権限を次の各号のとおり
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　　　　　　能資金額が適正に設定されていることを確認するとともに取引開始後も十分な管理を行

　　　　　  うものとする。

　　　　 　イ ６５歳以上７５歳未満の者及び２５歳以上３０歳未満の者で商品先物取引を行うにふ

　　　　　　さわしい投資経験のない者については、商品先物取引の仕組み、リスクその他説明を受

　　　　　　けた事項を的確かつ十分に理解していることの証明があること。なお、６５歳以上７５

　　　　　　歳未満の者にあっては老後の備えとして蓄えた資産まで投資することがないよう投資可

　　　　　　商品及び有価証券等の先物取引、株式の信用取引、外国為替証拠金取引等レバレッジ性

　　　　　　のある取引を含む）があること、商品先物取引の仕組み、リスクその他説明を受けた事

　　　　　　項を的確かつ十分に理解していることの証明があること。但し、２５歳未満の者にあっ

　　　　　　ては事業主であること。

　　　　　付けとなる資産を有していること。

　　　　(2) 前項第３号に該当する顧客については、次の区分による要件を満たしていること。

　　　　 　ア ６５歳以上の者及び３０歳未満の者については、直近３年以内に延べ９０日間以上の

　　　　　　商品先物取引の取引経験を有するなど商品先物取引を行うにふさわしい投資経験（金融

　　　　件を自らが満たすことについて確認している旨の書面による申告があり、当該要件を満たし

　　　　ていることが証明できる場合には、総括管理責任者は管理責任者による適合性に関する確認

　　　　結果を踏まえて勧誘及び受託の適否を判断する。

　　　　(1) 前項第１号及び第２号に該当する顧客については、顧客が申告した投資可能資金額の裏

　　　　(3) 年齢が６５歳以上の者及び３０歳未満の者

　　　　(4) 投資可能資金額を超える取引証拠金等を必要とする取引を行う者

　　　３　顧客が前項に定める準受託制限該当者であっても、顧客本人の自書により、自らが適合性

　　　　の原則に照らして準受託制限該当者であることを理解しているとともに、次に定める例外要

　　　　誘及び受託は行わないこととする。

　　　　(1) 年金、恩給、退職金、保険金等（以下「年金等」という。）により生計を維持している

　　　　　者であって、その収入が収入全体の過半を超えている者

　　　　(2) 一定の収入（年収５００万円以上）を有しない者

　　　　(7) 破産者で復権を得ない者

　　　　(8) 元本欠損又は元本を上回る損失が生じるおそれのある取引をしたくない者

　　　　(9) その他上記に準ずる者

　　　２　次の各号に該当する者（以下「準受託制限該当者」という。）に対しては、原則として勧

　　　　(3) 長期入院患者及び長期自宅療養者

　　　　(4) 随時連絡が取れない可能性のある者

　　　　(5) 過去に紛争を多発した委託者、その他商品先物市場の秩序を乱す恐れがある者

　　　　(6) 商品先物取引をするために借入れをする者

　（商品先物取引に不適当と認められる者の参入防止）

　第５条　当社は、次の各号に該当する者（以下「受託制限該当者」という。）に対しては、勧誘及

　　　　び受託を行わないこととする。なお、受託開始後に受託制限該当者に該当することになった

　　　　場合、総括管理責任者は建玉の処分等を顧客又は後見人等と相談して決定することとし、そ

　　　　れ以降は新たな取引の勧誘及び受託は行わない。

　　　　(1) 未成年、成年被後見人、被保佐人、被補助人、精神障害者、知的障害者及び認知障害の

　　　　　認められる者

　　　　(2) 生活保護法の適用を受けている世帯に属する者
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　　　　　した書類を作成し、管理部に報告することとする。

　　　　　　当該報告を受けた管理部は、勧誘拒否該当者リストを作成し、再勧誘することのないよ

　　　　　う本支店の営業部門に掲示して告知することとする。

　　　　(2) 再勧誘を防止するための対策の明確化

　　　　　　勧誘拒否者に対して勧誘を行わないために、顧客から電話、メール、ＦＡＸ等により勧

　　　　　誘を拒否する旨の意思表示があった場合には、各部署において勧誘拒否者に関する記録と

　　　　　して顧客の氏名、住所、電話番号、意思表示のあった日時、場所、受信者の氏名等を記載

　　　　　とする。但し、顧客による事前の具体的な指示又は承諾があった場合はこの限りではない。

　　　　　 ア 顧客の意思に反して長時間に亘る勧誘を行うこと。

　　　　　 イ 顧客に対し、威迫し、困惑させ、又は不安の念を生じさせるような勧誘を行うこと。

　　　　　 ウ 顧客が迷惑であると表明した時間、場所、方法で勧誘を行うこと。

　　　３　当社は、迷惑を覚えさせるような仕方による勧誘を禁止するとともに、勧誘拒否者（委託

　　　　を行わない旨の意思を示した者を含む）に対する再勧誘の防止策を講ずることとする。

　　　　(1) 迷惑勧誘行為の明確化

　　　　　　迷惑な勧誘行為の時間帯を午後９時から午前９時とし、次に定める勧誘は行わないこと

　　　　めることとする。

　　　２　顧客に対して商品先物取引についての勧誘である旨を告知したことの確認、勧誘を受ける

　　　　意思の有無を確認したことの記録を作成し、取引終了後３年間（取引に至らなかった顧客の

　　　　記録の保存は不要）保存する。

　第６条　営業担当者は勧誘に先立って顧客に対して会社名、登録外務員の氏名、商品先物取引につ

　　　　いての勧誘である旨の告知をし、勧誘を受ける旨の意思の確認を行うものとする。勧誘を受

　　　　ける旨の意思の確認ができた顧客に対して勧誘を行う場合、営業担当者は顧客の取引参加の

　　　　意思及び自己責任で取引を行うことについて、顧客の十分な理解と納得を得た上で参加を求

　　　　　る取引期間を記載した書面の提出があること。

　　　　(3) 商品先物取引の仕組み、リスクその他説明を受けた事項を的確かつ十分に理解している

　　　　　ことの証明は、商品先物取引に関する理解度確認書の提出があること。

　（勧誘行為及び取引の意思確認について）

　　　　　貯金通帳の写し、又は顧客本人しか知り得ない具体的な資産情報を記載した書面の提出が

　　　　　あること。

　　　　(2) 商品先物取引の経験を有するなど商品先物取引を行うにふさわしい投資経験があること

　　　　　の証明は、当該期間における取引記録を示す売買報告書等の証書（写し可）又は自書によ

　　　　　なる資産を有していること。

　　　４　前項の総括管理責任者による審査にあたっては、例外要件を満たしていることの証明は次

　　　　に定める方法により行うこととする。

　　　　(1) 投資可能資金額の裏付けとなる資産を有していることの証明は、資金の裏付けとして預

　　　　(3) 前項第４号に該当する顧客については、顧客が新たに申告した投資可能資金額が損失を

　　　　　しても生活に支障のない範囲で設定されていること及び新たな投資可能資金額の裏付けと



　　　２　顧客カードは勧誘が始まった時点から営業担当者が作成し、次条第１項に定める書類とと

　　　　もに管理担当班員に提出することとする。

　　　３　営業担当者は、最新の属性情報を把握したときは直ちに管理担当班に報告するとともに、
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　　　　顧客カードにおいて情報を更新することとする。

　　　　(6) 受託契約を締結する目的（元本欠損又は元本を上回る損失が生じるおそれのある取引で

　　　　　あることの自覚）

　　　　(7) 口座開設までの状況

　　　　(8) その他必要と認める事項

　　　　(2) 職業、勤務先及び勤務先住所、電話番号、業種及び役職名

　　　　(3) 年収及び資産（預貯金、有価証券、その他）の状況

　　　　(4) 投資可能資金額

　　　　(5) 商品先物取引及び株式取引等の経験の有無

　第８条　当社は、本店及び従たる営業所ごとに商品先物取引を行おうとする顧客について、次に掲

　　　　げる事項を記載した顧客カードを作成し、本店に正本を、従たる営業所にその写しを備え付

　　　　けることとする。

　　　　(1) 住所、氏名、生年月日、年齢、性別、電話番号、家族構成

　　　　署名捺印がなされた「重要事項説明書」を受領し、取引終了後３年間保存することとする。

　　　５　ロスカット約款は、記載事項について顧客が理解できるように説明し、当該制度を利用す

　　　　るか否か当社所定の書面による申し出を受けることとする。

　（顧客カードの整備）

　　　３　前項により顧客の理解を確認した後、商品取引所法第２１７条第１項第４号に基づく商品

　　　　取引所法施行規則第１０４条に定める事項について説明し、書面により顧客の理解状況を確

　　　　認することとする。

　　　４　顧客から前２項の確認として、顧客の自書により説明した営業担当者名及び日付とともに、

　　　　(2)  商品先物取引は、預託した取引証拠金等が相場の変動によって短期間に減損するおそれ

　　　　　があり、預託した取引証拠金等の金額を上回る損失が発生するおそれがあること。

　　　　(3) 相場の変動により損失が一定以上になった場合に、損失を確定させずに取引を継続した

　　　　　いのであれば、追加的な取引証拠金等を預託する必要があること。

　　　　　取引の担保として預託しなければならない商品取引所法で定める取引証拠金等の１０～３

　　　　　０倍程度の額の取引を行うものであり、相場の変動幅が小さくとも取引額全体では大きな

　　　　　額の変動（つまり、大きな利益又は損失）が生ずるハイリスク・ハイリタ―ンの取引であ

　　　　　ること。

　　　２　顧客に説明するにあたっては、商品取引所法第２１７条第１項第１号から第３号までに規

　　　　定する商品先物取引の仕組み・リスク等について、次の事項を理解できるよう説明した後、

　　　　書面により顧客の理解状況を確認することとする。

 　　　 (1) 商品先物取引は、現物の取引とは異なり（商品の種類や相場の動向にもよる）商品先物

　第７条　勧誘に際しては、事前交付書面である「受託契約準則」「商品先物取引－委託のガイド」

　　　　「セントラル商事株式会社ロスカット制度取引約款」（以下「ロスカット約款」という。）

　　　　を顧客に必ず交付することとする。

　（契約締結に際しての説明）



　第10条　当社は、顧客が自らの資金力、理解度、投資経験等に照らして過度なリスクをとることの

　　　　ないよう適合性の審査結果に応じて別紙の通りＡからＤまでのランクに区分し、取引量を制

　　　　限することとする。

　　　　することとする。

　　　６　審査結果の記録は取引終了後３年間保存することとする。但し取引に至らなかった顧客の

　　　　記録の保存はその限りでない。

　（適合性による区分）

　　　　あっては、次条に定める適合性による区分について審査基準表に記載することとする。なお、

　　　　約諾書の差入れ、取引証拠金の預託、取引の受注は適合性の審査を受けた後でなければなら

　　　　ない。

　　　５　勧誘の過程又は審査の結果、適合性を有しないと認められたときは直ちにその勧誘を中止

　　　　適合性があると判断した場合にはその判断根拠等を審査基準表に記載した上で、関係書類を

　　　　添えて総括管理責任者に報告することとする。

　　　４　総括管理責任者は、管理責任者の審査結果が妥当であるか関係書類に基づいて受託の適否

　　　　を判断し、その判断根拠等を審査基準表に記載することとする。受託を適と判断した場合に

　　　　(5) 本人を確認する書類

　　　２　管理担当班員は、営業担当者から提出された書類が揃っていること、顧客の適合性の審査

　　　　に必要な事項が記載されていることを確認した上で管理責任者に提出することとする。

　　　３　管理責任者は、管理担当班員から提出された書類に基づいて審査基準表を作成して審査し、

　　　　　 カ その他必要と認める事項

　　　　(2) 取引開始前のアンケ－ト

　　　　(3) 重要事項説明書

　　　　(4) 予想が外れた場合の売買対処説明書

　　　　　 イ 職業、勤務先及び勤務先住所、電話番号、業種、所属及び役職名

　　　　　 ウ 商品先物取引及び株式取引等の経験の有無

　　　　　 エ 資産状況（年収、預貯金、有価証券、その他）

　　　　　 オ 投資可能資金額

　　　　　告のあった投資可能資金額から控除した額を投資可能資金額とし、口座設定申込書の提出

　　　　　を受けるときは、その意味を顧客が理解できるように説明し、顧客がその趣旨を十分理解

　　　　　した上で自らの意思で当該金額の申告を受けることとする。

　　　　　 ア 住所、氏名、生年月日、年齢、性別、電話番号、家族構成及び連絡先

　第９条　営業担当者は、顧客が自己責任で取引を行うことについて十分な自覚を促した上で、顧客

　　　　の属性や理解の状況を把握するため顧客から次に定める書類を受領し、管理担当班員に提出

20

　　　　　（評価損を含む）及び手数料並びに手数料に係る消費税が発生している場合には、当初申

　　　　　よう求めることとする。なお、投資可能資金額とは、顧客が損失を被っても生活に支障の

　　　　(1) 口座設定申込書

　　　　　　適合性を判断する基礎資料とするため、顧客の自書により以下の事項を正確に記入する

　（適合性の審査）

　　　　　ない範囲で取引証拠金等として差入れ可能な資金総額であり、商品先物取引によって損失

　　　　することとする。



　　　　は不正資金の有無に係らず受託しないこととし、当該顧客に対し速やかに決済するよう要請

　　　　するとともに、取引が決済されたときは速やかに清算することとする。

　　　５　不正資金の流入を防止するために、その調査に係る記録を作成し、これを１０年保存する

　　　　こととする。

　　　　　記載した自書による書面の差入れを受けるとともに、自己資金であることの裏付書類の提

　　　　　出を求めることとする。なお、裏付書類の提出がされなかった場合には、その後の新たな

　　　　　入金及び建玉の追加は受けないこととする。

　　　４　当社は、顧客から不正資金による取引資金の預託があると判明したときは、その後の入金

　　　　　て調査部門は営業部門からも事情聴取することとし、営業部門は把握している顧客の情報

　　　　　を全て調査部門に報告する等調査に協力しなければならない。

　　　　(3) 調査項目

　　　　　　調査に当っては、当該顧客から実質入金額が自己資金であること及びその資金の根拠を

　　　　　　当該顧客の実質入金額が、口座設定申込書に本人が記載した投資可能資金額を超えたと

　　　　　き、当該顧客の資金について調査を開始する。

　　　　(2) 調査部門

　　　　　　調査業務を行う調査部門は管理部とし、調査は当該部の社員が実施する。調査にあたっ

　　　　領することとする。

　　　３　前項に定める書面の提出を受けた顧客の取引に係る実質入金額が一定の基準を超えたとき

　　　　は、不正資金の流入を防止するため次に定める調査を開始することとする。

　　　　(1) 調査開始基準

　　　　　有価証券等の取扱いに係る者。

　　　　(2) 国、地方公共団体その他公益機関の金銭、有価証券等の取扱い者。

　　　　(3) 民間企業等における金銭、有価証券等の取扱い者。

　　　２　前項各号のいずれかに該当する顧客から自己資金での取引である旨の自書による書面を受

　　　　不正にそれらを投資資金として流用することが社会問題となっていることを踏まえ、当社は

　　　　不正資金の流入を回避するため次に定める者からの受託にあたっては、次項以降に定める措

　　　　置を講ずることとする。

　　　　(1) 銀行、農漁業組合、信用組合、信用金庫、郵便局などの金融機関で、直接、間接に金銭、

　　　　　を行い、未だ理解が十分でないと思われる顧客については、理解度向上のための適切な措

　　　　　置を講ずる。

　（不正資金の流入防止措置）

　第11条　公金出納取扱い者や金融機関等において他人の金銭、有価証券等を取り扱っている者が、

　　　　(2) 資金に余裕ある取引となるよう顧客に勧奨するとともに、顧客の理解度、判断力、資産

　　　　　状況等から見て過度、過大な取引と判断されるときは、顧客と相談の上、取引の縮小ある

　　　　　いは制限する等の適切な措置を講ずる。

　　　　(3) 商品先物取引に対する理解度、判断力等を判定するため、習熟期間中にアンケート調査

　　　　え、直近３年以内に延べ９０日間以上の取引経験のない者（以下「未経験者」という。）に

　　　　対して次の保護措置を講ずることとする。

　　　　(1) 取引開始から３か月間は習熟期間とし、商品先物取引の仕組み、知識の習得と理解が十

　　　　　分になるよう啓発する。

　　　２　当社は、商品先物取引は投機性が高くハイリスク・ハイリターンの取引であることを踏ま
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　第17条　当社は、商品先物取引の勧誘を行おうとするときには、あらかじめ、当該勧誘に関する方

　　　　針を定め、これを公表することとする。
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　　　　職員その他の個人情報について、利用目的の特定、及び公表を行うとともに必要な諸規定、

　　　　諸規則の整備及び組織体制の確立に努め、これらの個人情報の取得、安全管理、第三者への

　　　　提供の制限等、個人情報の保護に必要な措置をとるものとする。

　（勧誘方針の策定及び公表）

　　　　規程に基づき、適正に実施し管理することとする。

　（個人情報の保護）

　第16条　当社は、個人情報の保護を図るため、個人情報の保護に関する法律（平成１５年　法律第

　　　　５７号）及び日本商品先物取引協会が別に定める個人情報ガイドラインに従って、顧客、役

　　　　てはならない。

　（広告等に係る管理措置）

　第15条　当社は、商品取引受託業務の内容に関し、広告その他多数の者に対して同様の内容による

　　　　情報を提供する行為（以下「広告等」という。）を行うときは、別に定める広告等に関する

　　　　底するとともに、顧客に周知し、その記録を３年間保存することとする。

　（受託業務における禁止行為）

　第14条　商品先物取引の勧誘及び受託にあたっては、登録外務員は商品取引所法、同法施行規則、

　　　　受託契約準則、及び日本商品先物取引協会の受託等業務に関する規則に定める禁止行為をし

　第13条　取引本証拠金の額等は、全ての上場商品につき、取引所が定める取引本証拠金基準額と同

　　　　額とする。但し、総括管理責任者が必要と判断した場合には、取引本証拠金の額を一定額増

　　　　額することが出来る。

　　　２　取引本証拠金の額等に係る社内責任者は総括管理責任者とし、その内容について社内に徹

　　　４　現金の授受に当たっては、原則として複数の役職員で対応することとする。但し、やむを

　　　　得ず一人の営業担当者で対応する場合には、営業部門の責任者又は支店長の承認を得ること

　　　　とする。

　（取引本証拠金の額等に係る措置）

　　　２　取引証拠金等を現金により受領する場合には、あらかじめ金額を記載した取引証拠金預り

　　　　証等の交付と同時に行うこととする。

　　　３　営業担当者が顧客から現金で入出金したときは、管理担当班員が、当該顧客に対し、入出

　　　　金の額、日時、営業担当者の氏名等について確認することとする。

　（顧客との入出金に係る管理措置）

　第12条　顧客と間の入金及び出金は原則として振込みにより行うこととする。但し、やむを得ず現

　　　　金の受渡しを行う必要がある場合には、総括管理責任者が顧客ごとにその必要性等について

　　　　「預り証拠金等現金授受申請書」により個別に審査して判断することとする。



　　　　　９．一部改正　　平成17年10月1日から実施する。

　　　　　10．一部改正　　平成19年7月1日から実施する。

　　　　　11．一部改正　　平成19年9月30日から実施する。

　　　　　12．一部改正　　平成20年1月15日から実施する。

　　　　　８．一部改正    平成17年5月1日から実施する。

　　　　　　　但し、次の各号に揚げる規定は当該各号に定める日から施行する。

　　　　　　　　１．第 14 条　　平成17年3月1日

　　　　　　　　２．第 15 条　　平成17年4月1日

　　　　　５．一部改正　　平成15年6月6日から実施する。

　　　　　６．一部改正    平成15年7月1日から実施する。

　　　　　７．一部改正    平成15年8月1日から実施する。

　　　　　　　（添付資料一部変更）

　　　　　２．一部改正　　平成13年11月12日から実施する｡

　　　　　　　（お客様カードから口座設定申込書に変更）

　　　　　３．一部改正　　平成14年8月1日から実施する。

　　　　　４．一部改正　　平成15年4月1日から実施する。

　　　　る。

　（この規則の制定及び改正）

　第20条　この規則の制定及び改正は、取締役会の決議を経て行う。

　（附則）１．この規則は、平成12年4月1日から実施する。

　第18条　受託業務における禁止行為を犯した者に対しては、当社ペナルティー内規、就業規則並び

　　　　に歩合外務員に関する規則によりこれを懲戒する。

　（主務省及び日本商品先物取引協会への届出）

　第19条　この規則は、主務省及び日本商品先物取引協会へ届け出る。これを変更した時も同様とす

　　　　(2) 勧誘の方法及び時間帯等に関し顧客に対し配慮すべき事項

　　　　(3) 商品先物取引の理解を得るための説明において配慮すべき事項

　　　　(4) その他、勧誘の適正の確保に関し必要な事項

　（違反者に対する制裁）

　　　２　勧誘方針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

　　　　(1) 顧客の知識、経験、財産の状況及び受託契約を締結する目的に照らし配慮すべき事項
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　望する場合には、原則として習熟期間の３か月を経過するまで認めない。

７．Ｄランクの顧客が、申告した投資可能資金額の１／４の取引証拠金等の制限額を超える取引を希

６．Ｃランクの顧客が、申告した投資可能資金額の１／３の取引証拠金等の制限額を超える取引を希

　望する場合には、未経験者を保護するために取引量を制限する措置が設けられていること及び商品

　先物取引に習熟していると認められる場合に限られることを理解している旨の自書による書面での

　申告を得て、営業責任者は、当該顧客が商品先物取引に習熟していることを客観的に確認した「取
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　望する場合には、営業責任者は、当該顧客の年収（年金等は含まない）が５００万円以上である旨

　の証書（写し可）又は、顧客本人の自書による書面を添付して「取引証拠金等の制限額変更申請書」

　により総括管理責任者の承認を求める。

　引証拠金等の制限額変更申請書」により総括管理責任者の承認を求める。

４．Ａランクの顧客が、申告した投資可能資金額を超える取引を希望する場合には、営業責任者は、

　規則第５条第３項に定める書面を添付して「投資可能資金額変更申請書」により総括管理責任者の

　承認を求める。

５．Ｂランクの顧客が、申告した投資可能資金額の２／３の取引証拠金等の制限額を超える取引を希

　Ａランク・・・顧客が申告した投資可能資金額の範囲内とする。

　Ｂランク・・・顧客が申告した投資可能資金額の２／３以内とする。

　Ｃランク・・・取引開始から３か月以内は、顧客が申告した投資可能資金額の１／３以内とする。

　Ｄランク・・・取引開始から３か月以内は、顧客が申告した投資可能資金額の１／４以内とする。

　Ｂランク・・・経験者で年収５００万円未満の者

　Ｃランク・・・未経験者で年収（年金等は含まない）５００万円以上の者

　Ｄランク・・・未経験者で年収５００万円未満の者

３．取引証拠金等の制限額

　　(2) 売買報告書等の証書（写し可）の提出がない場合は、自書による取引期間を記載した書面の

　　　提出を受けた場合

２．顧客の適合性を次のとおりＡからＤまでのランクに区分する。

　Ａランク・・・経験者で年収（年金等は含まない）５００万円以上の者

　　い取引経験がある者及び取引経験のない者を未経験者とする。

　（判断基準）

　　(1) 口座設定申込書に記載された期間内経験日数を基準とするが、その根拠として取引記録を示

　　　す過去の売買報告書等の証書（写し可）の提出を受けた場合

　なお、商品先物取引の経験のない顧客にあっては、顧客の自主性と自己責任を重んじつつ、該当す

るランクに定められた制限等を遵守して顧客の保護と育成を図るものとする。

１．商品先物取引経験者・未経験者の判断

　　　直近の３年以内に延べ９０日間以上の商品先物取引経験がある者を経験者とし、それに満たな

≪別　紙≫

　当社は、受託業務管理規則（以下「規則」という。）第10条に基づく適合性の審査結果に応じて以

下のとおりランク分けし、各ランクに定める範囲において受託を行うものとする。



　⑥　外務員の登録状況

　⑦　委託者に関する事項
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期    末
委託者数

750人

期    首
委託者数

928人

新規委託者数

430人

登録抹消数
期    首

登録外務員数

131人

新規登録数

40人

期    末
登録外務員数

98人73人



　⑧　苦情・紛争、訴訟に関する事項

　（ａ）　顧客が提起したもの

（注）１．苦情とは、受託等業務に関し、顧客等から当社に対して異議、不平、不満

    　　等が表明され、又は紛争処理機関に相互の話合いによる解決の申出があった

        ものをいう。

      ２．紛争とは、受託等業務に関し、顧客等の異議、不平、不満等に起因する当

        社と顧客との主張の相違や対立が具体化し、顧客等から紛争処理機関にあっ

        せん等の申出があったものをいう。

      ３．紛争処理機関とは、日商協、商品取引所、主務大臣が指定する団体、消費

        者基本法又は弁護士法の規定によるあっせん機関等をいう。

      ４．訴訟とは、裁判所に顧客等から提訴があったものをいう。

      ５．一つの案件が苦情、紛争又は訴訟に重複して該当する場合には、最終時点

        の状態を記載している。例えば、苦情申出後に紛争に移行した場合には、苦

        情では記載せず紛争に記載し、苦情、紛争を経て訴訟に移行した場合は、苦

        情、紛争では記載せず訴訟で記載している。

　（ｂ）　当社が提起したもの
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14 件 10 件 1 件 0 件 1 件 0 件 2 件

14 件 3 件 1 件 3 件 4 件 0 件 3 件

28 件 13 件 2 件 3 件 5 件 0 件 5 件

前年度から継続して
いる案件の件数

合  計

 紛争処理

 機関で処

訴　訟

当該年度中の解決案件

当該年度に新規に発
生した案件の件数

 合い中

 る解決

 合いによ

 理中

紛　争苦　情

 相互の話  相互に話

当該年度中の未解決案件

苦　情 紛　争 訴　訟

 紛争処理

 機関での

 解決

0 件 0 件 0 件 0 件 0 件

1 件 0 件 0 件 0 件 1 件

1 件 0 件 0 件 0 件 1 件

訴　訟

当該年度中の解決案件

紛　争

前年度から継続して
いる案件の件数

当該年度中の未解決案件

当該年度に新規に発
生した案件の件数

訴　訟

合  計

紛　争



　（ｃ）　双方が提起したもの

（注）双方が提起したものとは、同一の事案について顧客及び当社がそれぞれ相手方

　　に対して訴訟（反訴を含む）を提起したものをいう。

　※　なお、（）内は自社が先に訴訟を提起した件数を記載している。

　（ｄ）　値合金処理に関するもの

（注）１．事務処理ミスとは、委託者の注文の執行において、過失により事務処理を

    　　誤ることをいう。

      ２．システム障害とは、電子情報処理組織の異常により、委託者の注文の執行

        を誤ることをいう。
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3 件 3 件 0 件 0 件 0 件

0 件 0 件 0 件 0 件 0 件

3 件 3 件 0 件 0 件 0 件

当該年度に新規に発
生した案件の件数

前年度から継続して
いる案件の件数

合  計

当該年度中の解決案件 当該年度中の未解決案件

事務処理ミス システム障害 事務処理ミス システム障害

0 件 0 件

0 件 ※( 0 件) ※( 0 件)

0 件 0 件

0 件 ※( 0 件) ※( 0 件)

0 件 0 件

※( 0 件) ※( 0 件)

当該年度中の解決案件 当該年度中の未解決案件

訴　訟

合  計 件0

当該年度に新規に発
生した案件の件数

前年度から継続して
いる案件の件数

訴　訟



３．経理の状況

　①　貸借対照表
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（単位：千円）

科      目 金    額 科      目 金    額

（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ）

2,786,887 2,087,992

現 金 及 び 預 金 726,318 １年以内返済予定の長期借入金 100,000

預 託 金 162,500 未 払 法 人 税 等 6,188

委 託 者 未 収 金 27,857 預 り 証 拠 金 1,730,728

前 払 費 用 53,025 受 託 業 務 預 り 金 110,000

保 管 有 価 証 券 244,493 未 払 金 65,203

差 入 保 証 金 1,204,590 そ の 他 の 流 動 負 債 75,871

委 託 者 先 物 取 引 差 金 301,756

繰 延 税 金 資 産 4,613 78,177

そ の 他 の 流 動 資 産 63,616 退 職 給 付 引 当 金 42,477

貸 倒 引 当 金 △ 1,884 長 期 未 払 金 35,700

767,127 28,350

263,718 商 品 取 引 責 任 準 備 金 28,350

建 物 49,929 （商品取引所法第221条）

構 築 物 761

器 具 及 び 備 品 11,358 2,194,519

土 地 201,670 （ 純 資 産 の 部 ）

49,360 株 主 資 本 1,261,561

電 話 加 入 権 10,259 558,700

ソ フ ト ウ ェ ア 39,100

25,000

454,048 資 本 準 備 金 25,000

出 資 金 32,400

長 期 未 収 債 権 7,198 677,861

長期未収債権その他の未収債権 212,921 利 益 準 備 金 25,000
（ 破 産 更 生 債 権 等 ） そ の 他 の 利 益 剰 余 金 652,861

長 期 差 入 保 証 金 262,876 繰 越 利 益 剰 余 金 652,861

長 期 貸 付 金 13,358

長 期 前 払 費 用 41,121 評 価 ・ 換 算 差 額 等 97,934

繰 延 税 金 資 産 623 97,934

敷 金 79,242

そ の 他 の 投 資 9,400

貸 倒 引 当 金 △ 205,092

純 資 産 合 計 1,359,495

3,554,015 3,554,015

（注）　記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

負債及び純資産合計

 投 資 そ の 他 の 資 産

資　　産　　合　　計

 資 本 金

 資 本 剰 余 金

 利 益 剰 余 金

 土 地 再 評 価 差 額 金

流 動 負 債

固 定 負 債

引 当 金

負　　債　　合　　計

流 動 資 産

固 定 資 産

 有 形 固 定 資 産

 無 形 固 定 資 産

貸借対照表

（平成２０年３月３１日現在）



　②　損益計算書
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（単位：千円）

1,200,438

受 取 手 数 料 1,176,762

売 買 損 益 23,675

1,514,379

販売費及び一般管理費 1,514,379

313,941

6,379

受 取 利 息 3,293

そ の 他 3,086

47,247

支 払 利 息 4,026

外 国 為 替 評 価 損 43,181

そ の 他 38

354,808

40,585

32,877

2,760

4,947

25,073

15,776

9,296

339,296

4,816

86,991

431,104

（注）　記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

経
 
 
 
 
 
常
 
 
 
 
 
損
 
 
 
 
 
益

営
業
外
損
益

そ の 他

特

別

損

益

当 期 純 損 失

商 品 取 引 責 任 準 備 金 繰 入

固 定 資 産 除 売 却 損

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税

法 人 税 等 調 整 額

損益計算書

自　平成１９年　４月　１日

至　平成２０年　３月３１日

科             目 金             額

営     業     損     失

税 引 前 当 期 純 損 失

　特   別   利   益

　特　 別　 損 　失

貸 倒 引 当 金 戻 入

固 定 資 産 売 却 益

営

業

損

益

　営   業   外   収   益

　営   業   外   費   用

経     常     損     失

　営   業   収   益

　営   業   費   用



　③　株主資本等変動計算書
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（単位：千円）

資本準備金
そ　の　他
資本剰余金

資本剰余金
合　　　計

558,700 25,000 － 25,000

－

剰余金の配当 －

利益準備金の積立 －

当期純利益 －

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

－

－ － － －

558,700 25,000 － 25,000

利 益 剰 余 金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

25,000 1,083,965 1,108,965 1,692,665

－ －

剰余金の配当 － －

利益準備金の積立 － －

当期純利益 △ 431,104 △ 431,104 △ 431,104

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

－ －

－ △ 431,104 △ 431,104 △ 431,104

25,000 652,861 677,861 1,261,561

－ 101,881 101,881 1,794,547

－ －

剰余金の配当 － －

利益準備金の積立 － －

当期純利益 － △ 431,104

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

△ 3,947 △ 3,947 △ 3,947

－ △ 3,947 △ 3,947 △ 435,051

－ 97,934 97,934 1,359,495

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

自　平成１９年　４月　１日

至　平成２０年　３月３１日

株主資本等変動計算書

 前期末残高

 前期末残高

 当期変動額

 当期変動額合計

 当期末残高

利益剰余金合計

 当期変動額

 当期変動額合計

 当期末残高

純資産合計

評価・換算差額等

その他有価証券
評価差額

土地再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

利益準備金
株主資本合計

株 主 資 本

 当期末残高

資本剰余金

株 主 資 本

 当期変動額合計

 前期末残高

 当期変動額

資本金



  ④　個別注記表

　【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

　 （１）有価証券の評価基準及び評価方法

　 　(a)その他有価証券

　　　　時価のあるもの  ・・・  期末日の市場価額等に基づく時価法（評価差額は、全部資本直入

   　　　　                     法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定）

　  　　時価のないもの  ・・・  移動平均法による原価法

 　　(b)保管有価証券は商品取引所法施行規則第３９条の規定により株式会社日本商品清算機構が定

　 　 めた充用価格によっており、主な有価証券の充用価格は次のとおりであります。

　  　　利付国債証券          額面金額の   ８５％

    　　社債（上場銘柄）      額面金額の   ６５％

　 　　 株券（一部上場銘柄）  時価の   ７０％相当額

 　 　　倉荷証券              時価の   ７０％相当額

　 （２）固定資産の減価償却の方法

        有形固定資産  ・・・  定率法によっております。ただし、平成１０年４月１日以降に取得

　 　　　　　　　　　　　　 した建物（建物附属設備を除く。）については、定額法を採用してお

　　　　　　　　　　　　　　ります。

 　　　　　                   なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法

　　　　　　　　　　　　　　と同一の基準によっております。

        無形固定資産  ・・・  定額法によっております。

　　　　　　　　　　　　　　　なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能

　　　　　　　　　　　　　　期間（５年）に基づく定額法によっております。

　 （３）引当金及び特別法上の準備金の計上基準

　 　(a)貸倒引当金

　　　　　金銭債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒

　　　　懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上してお

　　　　ります。

　 　(b)賞与引当金

　　　　　従業員の賞与支給に備えるため支給見込額の当期事業年度の負担額を計上しております。

　 　(c)退職給付引当金

　　　　　従業員の退職給付に備えるため、従業員退職金規程に基づく確定給付型の退職一時金制度

　　　　を採用し、退職給付に係わる期末自己要支給額を退職給付債務として計上しております。

　 　(d)商品取引責任準備金

　　　　　商品取引事故による損失に備えるため、商品取引所法第２２１条の規定に基づき、施行規

　　　　則に定める額を計上しております。
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　 （４）営業収益の計上基準

 　　(a)受取手数料

　　 　 商品先物取引

　　　　　商品取引所における約定日、又はこれに準じた一般に公正妥当な会計処理により計上する

　　　　こととなっており、当社におきましては、委託者が取引を転売又は買戻し及び受渡しにより

　　　　決済した時に計上しております。

 　　(b)売買損益

　　 　 商品先物取引損益

　　　　　反対売買又は受渡しにより取引を決済したときに計上しております。また、未決済建玉に

　　　　ついては時価による評価損益を計上しております。

　 （５）リース取引の処理方法

　 　　　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引

　　　 　については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

 　（６）消費税等の会計処理

 　　　　税抜き方式を採用しております。
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　【貸借対照表に関する注記】

　 （１） 有形固定資産の減価償却累計額    １９２，３９４千円

　 （２） 貸借対照表に計上した固定資産のほか、電子計算機及びその周辺機器一式、車両及びそ

　  　　  の他の事務用機器についてはリース契約により使用しております。

　 （３） 土地評価差額金

　　　　　  土地の再評価に関する法律（平成１０年法律第３４号）第７条第２項の規定より計上

　　　　　　した再評価差額であります。土地の再評価差額益１６３，２２４千円は、繰延税金負

　　　　　　債（６５，２８９千円）と土地再評価差額（９７，９３４千円）に計上されておりま

    　      す。

　 （４） 担保に供している資産の内訳及び対応する債務の内訳は次のとおりであります。

　　　　　イ．預託資産

　　　　　　取引証拠金等の代用として次の資産を株式会社日本商品清算機構へ預託しております。

　　　　　　　　保管有価証券　　　　２４４,４９３千円

　　　　　ロ．分離保管資産

　          商品取引所法第２１０条の規定に基づき、日本商品委託者保護基金に分離保管しなけ

　　　　　　ればならない保全対象財産の金額は１２９，６８８千円であります。

　　　　　　なお、同法施行規則第９８条の規定に基づく委託者資産保全措置額は３５０，０００

　　　　　　千円であります。

　 （５） 委託者未収金及び長期未収債権のうち、無担保のものは７，１９８千円、発生から１年

　 　 　　を経過しているものは、５，７７６千円であります。

　 （６） 商品取引責任準備金の積立は、商品取引所法第２２１条の規定に基づくものであります。

　 （７） 委託者先物取引差金は、委託者の未決済玉に関する約定代金と決算期末の時価との差損

　　 　 　益金の純額であって、株式会社日本商品清算機構との間で受払精算された金額でありま

　　　  　す。この金額は、すべての委託者の各商品取引所の商品ごとに差損益金を算定したうえ

　　　  　で、各商品取引所ごとに合計して算出したものであります。
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再評価後の帳簿価額の合計 201,670 千円

再評価前の帳簿価額の合計 38,445 千円

再 評 価 差 額 益 163,224 千円



　 （８） 繰延税金資産

　　　　　繰延税金資産及び繰延税金負債は、日本公認会計士協会監査委員会報告６６号に基づき、

　　　　実効税率４０％を採用して下記のとおり計上いたしました。

　　　　①　当期末の繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別内訳は下記の通りであります。
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前期末残高 当期末残高

91,874 千円 4,613 千円

68,275 千円 65,913 千円

△ 67,921 千円 △ 65,289 千円

354 千円 623 千円

合 計 92,228 千円 5,237 千円

2,631 千円

269 千円

△ 86,991 千円

当期増減高

△ 87,261 千円

△ 2,361 千円

繰 延 税 金 資 産 （ 流 動 ） 純 額

繰延税金資産（投資等）純額

繰延税金負債（固定負債）額

繰延税金資産（投資等）額

計

繰延税金資産（流動）

賞 与 引 当 金

未 払 費 用

未払事業税（外形標準課税）

そ の 他

繰 越 欠 損 金

小　　　　　計

評価性引当金

繰 越 欠 損 金 △ 766,614 千円

11,534 千円

△ 306,645 千円

4,613 千円

766,614 千円

778,148 千円

411 千円

306,645 千円

311,259 千円

8,096 千円

1,037 千円

1,372 千円

1,029 千円

3,238 千円

414 千円

548 千円

一時差異 繰延税金資産(負債)

繰 延 税 金 資 産 （ 流 動 ） 純 額

繰延税金資産（投資等）

貸 倒 引 当 金

退 職 給 付 引 当 金

商 品 取 引 責 任 準 備 金

そ の 他

小　　　　　計

繰延税金負債（固定）

土 地 再 評 価 差 額 金

1,558 千円 623 千円

164,783 千円

△ 163,224 千円

13,093 千円

37,270 千円

16,990 千円

11,340 千円

312 千円

65,913 千円

△ 65,289 千円

5,237 千円

93,175 千円

42,477 千円

28,350 千円

781 千円

合　　　　　計

繰延税金資産（投資等）純額



　　　　当期において、税法上の欠損金が 339,591千円発生いたしました。従って当期の欠損金と

　　　　前期以前の繰越欠損金を合計すると、当期末の繰越欠損金合計額は 766,614千円になりま

　　　　した。

　　　　前期末において、取締役会にて承認された予算書による見積利益に基づき、繰越欠損金と

　　　　相殺できる利益を限度として、繰越欠損金の税効果を計上しましたが、当期における繰越

　　　　欠損金が 339,591千円発生したため、前期末に計上した繰越欠損金の税効果85,404千円を

　　　　当期において振り戻しました。そして、当期末の税務上の繰越欠損金合計額 766,614千円

　　　　に対しては、評価性引当金と判断し、税効果を計上しておりません。

　　　　尚、今期末に作成された次期以降５年間の見積損益計算書に基づき、発生可能の利益額に

　　　　より上記の通り、繰越欠損金を除く将来減産一時差異等の繰延税金資産を計上しておりま

　　　　す。

　　　　②　税効果実効税率と下記記載の当期税効果適用後の法人税等の負担率との差異が多く変

　　　　　動しております。その原因となった項目別の内訳は下記の通りであります。

　 （９） １株当り当期純損失    ３０円８５銭

　【損益計算書に関する注記】

　 （１） 受取手数料収入の内訳

　 （２） 売買損益の内訳
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商 品 先 物 決 済 損 益

商 品 先 物 評 価 損 益

商 品 売 買 損 益

合 計

 △ 2,373 千円

22 千円

23,675 千円

26,027 千円

税引前当期純損失 100%

法人税、住民税及び事業税

法人税等調整額

△27.06%

税効果適用後の負担率の内訳 法定実効税率

法定実効税率 40.00%

調整

△ 0.9%

　　住民税均等割等 △ 1.42%

△ 40.00%

△ 25.15%

　　その他 0.40%

△ 27.06%

△ 339,296 千円

4,816 千円

86,991 千円

91,807 千円

合　　　　　計 △ 431,104 千円

　　交際費等永久に損金に算入されない項目

　　評価性引当金 － 税引前当期純損失

　　評価性引当金 － 税引前当期純損失の前期税効果を当期振戻し

商 品 先 物 取 引

合 計

1,176,762 千円

1,176,762 千円



　　⑤  監査に関する事項

  　　　  このディスクロージャー資料のうち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、

　　　　個別注記表については、会社法に基づき会計監査人の監査を受けております。

　　⑥  財務比率

比   率

814%

248%

243%

38%

70%

156%

133%

　(b) 純資産額資本金比率［純資産額／資本金額×100］

　(a) 純資産額規制比率［純資産額／リスク額×100］

諸        項        目
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　(f) 負債比率［負債合計額／純資産額×100］

　(g) 流動比率［流動資産額／流動負債額×100］

　(e) 修正自己資本比率［自己資本／総資産額×100］*1

　(c) 自己資本資本金比率［自己資本／資本金額×100］

　(d) 自己資本比率［自己資本／総資産額×100］



お客様各位

　弊社が開示しております、セントラル商事株式会社（２００８年３月期）年次開示資料につ

きまして、一部内容に誤りがあり、下記の通り訂正いたしましたので、お知らせいたします。

（８ページ）

　⑥　財務の概要（平成１９年３月決算期）

　⑥　財務の概要（平成２０年３月決算期）

平成２０年１０月２１日

セントラル商事株式会社（２００８年３月期）年次情報開示資料の一部訂正について

記

(a)  資本金 　　　　　　 　　　　５５８,７００千円

(b)  純資産額  *1 　　　　　　　　　１,３８７,８４５千円

(c)  総資産額 　　　　　　　　　３,５５４,０１５千円

(d)  営業収益 　　　　　　　　　１,２００,４３８千円

　　　　　　　　　　 ４３１,１０４千円

(a)  資本金 　　　　　　 　　　　５５８,７００千円

  （うち、受取委託手数料） 　　　　　　　　（１,１７６,７６２千円）

(e)  経常損失 　　　　　　　　　　 ３５４,８０８千円

(f)  当期純損失 　　　　　　　　　　 ４３１,１０４千円

(d)  営業収益 　　　　　　　　　１,２００,４３８千円

  （うち、受取委託手数料） 　　　　　　　　（１,１７６,７６２千円）

　（訂正前）

（訂正後）

セントラル商事株式会社

(e)  経常損失 　　　　　　　　　　 ３５４,８０８千円

(b)  純資産額  *1 　　　　　　　　　１,３８７,８４６千円

(c)  総資産額 　　　　　　　　　３,５５４,０１５千円

(f)  当期純損失
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